
JP 4838866 B2 2011.12.14

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
光源からの光と光学系を用いてレチクルのパターンを被露光体に露光する際の露光パラメ
ータ及び前記レチクルパターンを決定する決定方法であって、
前記被露光体に露光すべき回路パターンの機能セルパターンを表す第１のパターンと、前
記第１のパターンとは異なり、前記回路パターンのうち周辺回路パターンを表すものとし
てライブラリにあるパターン群から選択された第２のパターンとの情報を用いて、前記光
源及び前記光学系のうち少なくとも一方の露光パラメータ及び前記レチクルのパターンを
決定する決定ステップとを備えることを特徴とする決定方法。
【請求項２】
光源からの光と光学系を用いてレチクルのパターンを被露光体に露光する際の露光パラメ
ータ及び前記レチクルパターンを決定する決定方法であって、
前記被露光体に露光すべき回路パターンの機能セルパターンを表す第１のパターンと、前
記第１のパターンとは異なり、前記回路パターンのうち周辺回路パターンを表すものとし
て予めインストールされたパターン群から選択された第２のパターンとの情報を用いて、
前記光源及び前記光学系のうち少なくとも一方の露光パラメータ及び前記レチクルのパタ
ーンを決定する決定ステップとを備えることを特徴とする決定方法。
【請求項３】
前記決定ステップを第１の露光装置の露光パラメータ及び前記レチクルのパターンについ
て行い、
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前記第１の露光装置とは異なる第２の露光装置において、前記回路パターンを前記被露光
体に形成するために、該決定されたレチクルのパターンを部分的に変更するステップと、
前記レチクルのパターンの変更情報を取得するステップと、
該取得した変更情報に基づいて、前記第２の露光装置の露光パラメータを決定するステッ
プと
を有することを特徴とする請求項１又は２に記載の決定方法。
【請求項４】
前記決定ステップを第１の露光装置の露光パラメータ及び前記レチクルのパターンについ
て行い、
該決定された露光パラメータ及びレチクルのパターンを用いて、前記第１の露光装置にお
ける露光結果をシミュレーションするステップと、
該決定された露光パラメータを前記第１の露光装置とは異なる第２の露光装置に設定し、
該決定されたレチクルのパターン及び前記第２の露光装置を用いて、前記第２の露光装置
における露光結果を取得するステップと、
前記第１の露光装置におけるシミュレーション結果と、前記第２の露光装置における露光
結果とを比較し、前記第１及び第２の露光装置によって異なる、前記レチクルのパターン
に対する解像性能の情報を取得するステップと
を有することを特徴とする請求項１又は２に記載の決定方法。
【請求項５】
　前記第２のパターンがＯＰＣ抽出パターンを兼ねることを特徴とする請求項１又は２に
記載の決定方法。
【請求項６】
光源からの光と光学系を用いてレチクルパターンを被露光体に露光する露光方法であって
、
請求項１又は２に記載の決定方法により露光パラメータ及びレチクルパターンを決定する
ステップと、
該決定された前記露光パラメータを露光装置に設定して、前記レチクルのパターンを前記
被露光体に露光する露光ステップと
を有することを特徴とする露光方法。
【請求項７】
請求項６に記載の露光方法により被露光体を露光するステップと、
該露光された被露光体を用いてデバイスを形成するステップと
を有することを特徴とするデバイス製造方法。
【請求項８】
　光源からの光と光学系を用いてレチクルのパターンを被露光体に露光する際の露光パラ
メータ及び前記レチクルパターンの決定をコンピュータに実行させるプログラムであって
、
　前記被露光体に露光すべき回路パターンの機能セルパターンを表す第１のパターンと、
前記第１のパターンとは異なり、前記回路パターンのうち周辺回路パターンを表すものと
してライブラリにあるパターン群から選択された第２のパターンとの情報を用いて、前記
光源及び前記光学系のうち少なくとも一方の露光パラメータ及び前記レチクルのパターン
を決定するステップを前記コンピュータに実行させることを特徴とするプログラム。
【請求項９】
　光源からの光と光学系を用いてレチクルのパターンを被露光体に露光する際の露光パラ
メータ及び前記レチクルパターンの決定をコンピュータに実行させるプログラムであって
、
　前記被露光体に露光すべき回路パターンの機能セルパターンを表す第１のパターンと、
前記第１のパターンとは異なり、前記回路パターンのうち周辺回路パターンを表すものと
して予めインストールされたパターン群から選択された第２のパターンとの情報を用いて
、前記光源及び前記光学系のうち少なくとも一方の露光パラメータ及び前記レチクルのパ
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ターンを決定するステップを前記コンピュータに実行させることを特徴とするプログラム
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般には露光方法に係り、特に、露光装置の露光条件及びレチクル（又はマ
スク）パターンの最適化に関する。本発明は、例えば、半導体メモリのパターンを露光す
るための露光条件及びレチクルパターンの最適化に好適である。
【背景技術】
【０００２】
　レチクルパターンを投影光学系によってウエハ等に露光する投影露光装置は従来から使
用されており、解像性の高い露光を実現する露光装置が益々要求されている。解像性を高
めるためには露光条件やレチクルパターンの最適化が重要である。レチクルパターンの最
適化は、例えば、光学近接補正（Ｏｐｔｉｃａｌ Ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ Ｃｏｒｒｅｃｔｉ
ｏｎ：ＯＰＣ）により行われる。また、効率的な最適化のために現実に露光せずにシミュ
レーション又はシミュレータを用いることは知られている（例えば、特許文献１乃至５を
参照のこと）。
【０００３】
　ＤＲＡＭやＳＲＡＭなどの半導体メモリは、ＲＡＭの中で記憶する領域であるメモリセ
ルとその周辺回路を含む。一般に、露光条件及びレチクルパターンの最適化には、パター
ン全体の情報に加えて、パターンにおいて最適化すべき箇所及び当該箇所の（マージンや
寸法などの）目標値の情報が必要である。従って、実デバイス又はチップのパターン情報
が与えられたとしてもそれだけでは最適化を行うことができない。しかも、リソグラフィ
ーエンジニアにとっては周辺回路のパターン情報はブラックボックスであることが多く、
実デバイス全体のパターン全体の情報を取得しにくい。更に、実デバイス全体のパターン
上では最適化の箇所は無数となり、最適化に時間がかかるために現実的ではない。このた
め、従来は半導体メモリのパターンを露光する場合、メモリセルのパターンに対してのみ
露光条件やレチクルパターンを最適化しており(例えば、特許文献６、非特許文献１を参
照のこと)、実デバイス全体に対して最適化は行っていなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－３１９５３９号公報
【特許文献２】特開２００２－３２４７５２号公報
【特許文献３】特開平０６－１２０１１９号公報
【特許文献４】特開平０８－３３５５５２号公報
【特許文献５】特開２００２－１８４６８８号公報
【特許文献６】特開２００５－２６７０１号公報
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】Ｄ． Ｆｌａｇｅｌｌｏ ｅｔ． ａｌ．， ”Ｏｐｔｉｃａｌ Ｌｉｔｈ
ｏｇｒａｐｈｙ ｉｎ ｔｈｅ ｓｕｂ－５０ｎｍ ｒｅｇｉｍｅ”， Ｐｒｏｃ． ＳＰＩＥ
， ｖｏｌ．５３７７， （２００３）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、メモリセルのみに対して最適化された露光条件やレチクルパターンでは、周辺
回路のパターニング不良が発生するおそれがあり、必ずしもチップ全体の平均した解像性
の向上をもたらさない。
【０００７】
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　本発明は、解像性の良い露光方法、デバイス製造方法および露光パラメータ及びレチク
ルパターンを決定する決定方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明の一側面としての決定方法は、光源からの光と光学系を用いてレチクルのパターン
を被露光体に露光する際の露光パラメータ及び前記レチクルパターンを決定する決定方法
であって、前記被露光体に露光すべき回路パターンの機能セルパターンを表す第１のパタ
ーンと、前記第１のパターンとは異なり、前記回路パターンのうち周辺回路パターンを表
すものとしてライブラリにあるパターン群から選択された第２のパターンとの情報を用い
て、前記光源及び前記光学系のうち少なくとも一方の露光パラメータ及び前記レチクルの
パターンを決定する決定ステップとを備えることを特徴とする。
【０００９】
　本発明の更なる目的又はその他の特徴は、以下、添付図面を参照して説明される好まし
い実施例によって明らかにされるであろう。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、解像性の良い露光方法、デバイス製造方法および露光パラメータ及び
レチクルパターンを決定する決定方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１（ａ）はＤＲＡＭのメモリセル１セルの典型的なパターンを示す平面図であ
る。図１（ｂ）はＳＲＡＭのメモリセル１セルのメモリセルの典型的なパターンを示す平
面図である。
【図２】メモリセルに特化した従来の最適化を示す概略図である。
【図３】ＤＲＡＭのチップ全体写真である。
【図４】図４（ａ）乃至図４（ｃ）は、本発明の一実施例で使用する基本パターン群の平
面図である。
【図５】図５（ａ）乃至図５（ｃ）は、本発明の一実施例で使用する基本パターン群の平
面図である。
【図６】図６（ａ）及び図６（ｂ）は、本発明の一実施例で使用する危険パターン群の平
面図である。
【図７】図７（ａ）及び図７（ｂ）は、本発明の一実施例で使用する危険パターン群の平
面図である。
【図８】本発明の実施例１による最適化アルゴリズムを説明するフローチャートである。
【図９】図９（ａ）乃至図９（ｈ）は、有効光源形状と偏光状態を示す平面図である。
【図１０】図１０（ａ）乃至（ｄ）は、幾つかのパターンとそれに対する評価点の平面図
である。
【図１１】本発明の実施例２による最適化アルゴリズムを説明するフローチャートである
。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、添付図面を参照して本発明の幾つかの実施例について説明する。
【実施例１】
【００１３】
　以下、図８を参照して、本発明の実施例１の露光条件及びレチクルパターンの最適化に
ついて説明する。ここで、図８は、本実施例の最適化アルゴリズムのフローチャートであ
る。かかるアルゴリズムは、例えば、コンピュータによって実行させるプログラムとして
実現される。
上述したように、最適化には、パターンの情報、パターンにおいて最適化対象部分の情報
、最適化の目標値の情報が必要である。
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【００１４】
　まず、最適化するデバイスの機能単位パターン（機能セルパターン）を選択すると共に
最適化対象部分を指定する（ステップ１００２）。次に、代表パターン（基本パターンと
危険パターン）及びモデルベースＯＰＣ抽出パターンを最適化対象部分に加える（ステッ
プ１００４）。
【００１５】
　このように、本実施例では、パターンの情報としてレチクルパターンのうちデバイスの
機能単位パターンと代表パターンの情報を使用する。ここで、レチクルパターンは、デバ
イスの機能単位パターン（第１のパターン）と周辺回路パターン（第２のパターン）から
なる。
【００１６】
　機能単位パターンは、メモリセル、スタンダードセル、マクロセル等のパターンである
。本実施例では、機能単位パターンは必ず入手できると想定しており、機能単位パターン
は最適化の主たる対象である。一般に、図１に示すように、メモリセルはＤＲＡＭ、ＳＲ
ＡＭ等いずれのメモリにおいても微細化のために縦横方向のレイアウトが極端に異なる。
ここで、図１は、ＤＲＡＭ及びＳＲＡＭのメモリセルの典型的なパターンの概略図である
。そのため、メモリセルのみに対して露光条件とレチクルパターンを最適化する場合には
、図２に示すように、設計されたメモリセルパターンに対してＯＰＣを施し、ＸＹ非対称
な有効光源形状で照明する。ここで、図２は、メモリセルに特化した従来の最適化手法を
示す概略図である。かかる最適化により、図２に示すレジスト像が得られる。
【００１７】
　周辺回路パターンは、図３に示すＤＲＡＭチップの写真のように、メモリセルの周囲に
配置されるパターンである。周辺回路パターンは、縦横パターンが同等に存在したり、孤
立パターンが存在したりする等、メモリセルとは異なるレイアウトを有する。周辺回路パ
ターンは、リソグラフィーエンジニアには知られていない場合も多い。
【００１８】
　本実施例では、周辺回路パターンをそれに使用される可能性がある代表パターンで代表
させる。代表パターンは、モデルベースＯＰＣ抽出パターンを兼ね、周辺回路パターンの
基本となる基本パターンと、周辺回路パターンのうち解像難易度が高い危険パターンとを
含む。基本パターンと危険パターンは本最適化システムに事前インストールしておく。基
本パターンと危険パターンは、図４及び図５に示す基本形状を決めておき、デバイスパタ
ーンのサイズとの整合性から、使用する図形の詳細パラメータを設定する。
【００１９】
　基本パターンは、デバイスによっては周辺回路パターンに特徴があり、最適化に使用す
るパターンの指定とサイズの指定が必要である。基本パターン郡を図４及び図５に示す。
これらは、モデルベースＯＰＣ抽出パターンとしても使用可能である。図４及び図５にお
いては、光源の波長λを１９３ｎｍ、ＮＡを０．８５で代表している。
【００２０】
　図４（ａ）乃至４（ｃ）は、Ｙ方向に延び、配線幅を測定する３種類の基本パターン１
０乃至１０Ｂを示している。
【００２１】
　図４（ａ）は、ラインアンドスペース（Ｌ＆Ｓ）パターンである基本パターン１０の平
面図である。各ラインパターン１２は、長さＬ（＞２・（λ／ＮＡ）＝４５４ｎｍ）と幅
Ｗを有し、Ｌ＆ＳパターンはピッチＰ、本数Ｎを有する。基本パターン１０は、Ｌ、Ｗ及
びＮを固定してＰを変化させる。
【００２２】
　図４（ｂ）は、長さＬ、幅Ｗの孤立パターン１２のＬを固定してＷを変化させた基本パ
ターン１０Ａの平面図である。
【００２３】
　図４（ｃ）は、図４（ａ）と同様のラインアンドスペース（Ｌ＆Ｓ）パターンである基
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本パターン１０Ｂの平面図である。各ラインパターン１２は、長さＬ（＞２・（λ／ＮＡ
）＝４５４ｎｍ）と幅Ｗを有し、Ｌ＆ＳパターンはピッチＰ、本数Ｎを有する。基本パタ
ーン１０Ｂは、Ｌ、デューティ（＝Ｗ／（Ｐ－Ｗ））を１に固定してＷを変化させる。
【００２４】
　図５（ａ）乃至５（ｃ）は、配線幅を測定する３種類の基本パターン１０Ｃ乃至１０Ｅ
を示している。
【００２５】
　図５（ａ）は、Ｘ方向に延び、ギャップＧだけ離れた一対のラインアンドスペース（Ｌ
＆Ｓ）パターン１６を有する基本パターン１０Ｃの平面図である。各Ｌ＆Ｓパターン１６
の各ラインパターン１４は、長さＬ（＞２・（λ／ＮＡ）＝４５４ｎｍ）と幅Ｗを有し、
各Ｌ＆Ｓパターン１６はピッチＰ及び本数Ｎを有する。基本パターン１０Ｃは、Ｌ、Ｗ、
Ｐ及びＮを固定してＧを変化させる。また、基本パターン１０Ｃはそのセットに対してＷ
、Ｐ及びＮをパラメータにする。
【００２６】
　図５（ｂ）は、一対のＬ＆Ｓパターン１６ａの間にＹ方向に延びるラインパターン１８
を挿入した基本パターン１０Ｄの平面図である。各Ｌ＆Ｓパターン１６ａの各ラインパタ
ーン１４ａは、長さＬ１（＞２・（λ／ＮＡ）＝４５４ｎｍ）と幅Ｗ１を有し、各Ｌ＆Ｓ
パターン１６ａはピッチＰ及び本数Ｎを有する。ラインパターン１８は、長さＬ２（＝（
Ｐ・Ｎ）＋１０００ｎｍ）、幅Ｗ２を有し、一対のＬ＆Ｓパターン１６ａからは上下に５
００ｎｍ乃至２・（λ／ＮＡ）だけ突出している。パターン１６ａとパターン１８との距
離はＧである。基本パターン１０Ｄは、Ｌ１、Ｌ２、Ｗ１、Ｗ２、Ｐを固定してＧを変化
させる。また、基本パターン１０Ｄは、そのセットに対してＬ１、Ｗ１、Ｗ２、Ｐ、Ｎを
パラメータにする。
【００２７】
　図５（ｃ）は、Ｘ方向に延び、ギャップＧだけ離れた一対のラインアンドスペース（Ｌ
＆Ｓ）パターン１６ｂ及び１６ｃを有する基本パターン１０Ｅの平面図である。パターン
１６ｂ及び１６ｃは同一のラインパターン１４ｂと同一ピッチＰを有するが、その本数は
パターン１６ｂの方が多い。具体的には、パターン１６ｂのスペースに対応する位置にパ
ターン１６ｃが配置されている。各ラインパターン１４ｂは、長さＬ（＞２・（λ／ＮＡ
）＝４５４ｎｍ）及び幅Ｗを有する。また、パターン１６ｂの本数はＮである。基本パタ
ーン１０Ｅは、Ｌ、Ｗ、Ｐ及びＮを固定してＧを変化させる。また、基本パターン１０Ｅ
は、そのセットに対してＷ、Ｐ及びＮをパラメータにする。
【００２８】
　危険パターンは、最適化に使用するパターンの指定とサイズの指定をする。危険パター
ンは、過去の実例、及び、最適化するデバイスに存在することを確認した上で指定する。
危険パターンは、特殊形状で露光条件やレチクルパターンを特殊にするおそれがあるから
である。危険パターン郡を図６及び図７に示す。これらは、モデルベースＯＰＣ抽出パタ
ーンとしても使用可能である。
【００２９】
　図６（ａ）及び図６（ｂ）は、特殊なライン端を測定する２種類の危険パターン２０及
び２０Ａを示している。
【００３０】
　図６（ａ）に示す危険パターン２０は、Ｘ方向の幅Ｗ１及びＹ方向の幅Ｗ３を有する中
空矩形パターン２２内に、長さＬ、幅Ｗ４でＹ方向に延びるラインパターン２４を含んで
いる。パターン２２とパターン２４のＸ方向の距離はＷ２でＹ方向の距離はＧである。危
険パターン２０は、Ｌ、Ｗ１乃至Ｗ４を固定してＧを変化させる。また、危険パターン２
０は、そのセットに対してＷ１乃至Ｗ４をパラメータにする。
【００３１】
　図６（ｂ）に示す危険パターン２０Ａは、長さＬ１及び幅Ｗ１を有し、Ｙ方向に延びる
一対のラインパターン２６の間に、長さＬ２及び幅Ｗ４を有し、Ｙ方向に延び、Ｙ方向に
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距離Ｇだけ離れた一対のラインパターン２８を配置している。ラインパターン２６とライ
ンパターン２８との距離はＷ２である。危険パターン２０Ａは、Ｌ１、Ｌ２、Ｗ１、Ｗ２
及びＷ４を固定してＧを変化させる。また、危険パターン２０Ａは、そのセットに対して
Ｌ１、Ｌ２、Ｗ１、Ｗ２及びＷ４をパラメータにする。
【００３２】
　図７（ａ）は、コーナーを測定する危険パターン２０Ｂを示す平面図である。危険パタ
ーン２０Ｂは中空矩形パターン２２ａから構成され、中空矩形パターン２２ａは一辺が長
さＬの中空正方形を規定し、ＸＹ方向の幅共Ｗを有する。０．３・（λ／ＮＡ）＜Ｗ＜１
・（λ／ＮＡ）、即ち、６８ｎｍ＜Ｗ＜２２７ｎｍが成立し、Ｗ＜Ｌ＜１０Ｗが成立する
。危険パターン２０Ｂは、コーナーという図形上の特殊性から孤立で代表し、ラウンディ
ングを対象にしている。
【００３３】
　図７（ｂ）は、小さい島状パターンとしての危険パターン２０Ｃを示す平面図である。
危険パターン２０Ｂは、中空矩形パターン２２ｂとその中空部に配置される矩形パターン
２４ａを有する。パターン２２ｂはＸＹ方向の幅共Ｚである。パターン２２ｂとパターン
２４ａとの距離はＸＹ方向共Ｗである。パターン２４ａは、Ｙ方向の長さＬ１とＸ方向の
長さＬ２を有する。０．３・（λ／ＮＡ）＜Ｗ＜１・（λ／ＮＡ）、即ち、６８ｎｍ＜Ｗ
＜２２７ｎｍが成立し、Ｌ１＜Ｌ２が成立する。Ｗはパラメータである。Ｚ＞２・（λ／
ＮＡ）＝４５４ｎｍが成立する。
【００３４】
　再び図８に戻って、次に、各パターンに対して最適化の目標値を設定する（ステップ１
００８）。例としては、デバイス機能単位パターンの設計データと最適化後の計算転写結
果（シミュレーション結果）の寸法差、及び、各種リソマージン（露光マージン、フォー
カスマージン等）を選択する。また、代表パターンの設計データと最適化後の計算転写結
果の寸法差、及び、各種リソマージン（露光マージン、フォーカスマージン等）を選択す
る。目標値はパターンの重要度に応じてパターン毎に変更する。
【００３５】
　次に、デバイスの機能単位パターンと代表パターンの双方に対する最適化を行う（ステ
ップ１００８）。最適化は基本的に光学像計算結果を用いる。リソ計算は無収差を仮定し
、ＯＰＣは光学像ベースで行う。そのための露光装置のパラメータ（露光パラメータ）と
しては、レンズの開口数（ＮＡ）、波長、収差、照明光学系の二次元形状とその強度分布
、及び、その偏光状態がある。波長に関してはレーザの分散（Ｅ９５）、わずかに波長が
異なる二波長露光方式がある。二波長露光方式では、レーザから数ｐｍ波長が異なる光を
発生させる。波長が異なると投影光学系の色収差によりレチクルパターンのウエハ上の結
像点がパターンの焦点深度（ＤＯＦ）相当異なる。光学像は、この結像点が異なる二つの
光学像の合成となるが、結像点が二つあることで、フォーカスのズレに対して光学像の変
化が少なくなる。現象的にはＤＯＦが拡大する。欠点は、ベストフォーカスにおいても光
学像が、単一波長よりも劣ることである。
【００３６】
　以上のパラメータにより形成された光学像によりレジストは露光されるが、光学像を一
律の値（閾値）で算出すると転写レジスト像とは一致しない所が発生する。これは、レジ
スト上部と下部ではデフォーカスが異なること、ＰＥＢにより酸拡散が行われること、現
像中に、レジストの露光量（酸発生量）の分布により、レジストの溶解状態が異なること
等に起因する。そこで、パターンエッジの光学像の傾斜等に応じて、閾値を変化させるこ
とにより計算値と実験値の一致性を高める。これらは一部の基本パターンの実験結果と光
学像結果との対応から決定される。
【００３７】
　本実施例のステップ１００８では、まず、ＮＡ、波長、照明条件の最適化を行い、次い
で、収差の最適化を行う。
【００３８】
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　まず、ＮＡの最適化において、ＮＡは露光装置の最大値から最適化を開始する。ＮＡは
ＤＯＦを除いてパターン転写にとって高いほど好ましいからである。波長分布（Ｅ９５）
、二波長露光方式は像質（コントラスト）を劣化させるので、後で示す特殊な最適化の場
合を除いて、波長分布（Ｅ９５）は最小値を、二波長露光方式は使用しないことを初期値
とする。
【００３９】
　照明は以下の二方式で最適化を行う。第１の方式は、典型的な有効光源形状を基本にし
て最適化する。有効光源形状には、円形、輪帯（図９（ａ）乃至（ｃ））、二重極（図９
（ｄ）及び（ｅ））、四重極（図９（ｆ）及び（ｇ））、多重極などがある。それらは多
くのデバイスパターンに有効である。そのため、これらの有効光源形状は標準として露光
装置に設定されている。
【００４０】
　本方式は回折格子を用いて任意の有効光源形状を得ることができる。かかる方式をＡＦ
ＩＳ（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｉｌｌｕｍｉｎａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ
）と呼ぶ。ＡＦＩＳは各有効光源形状に対し、照明光学系のズーム機能を用いて相似形状
の変更が可能である。開口部分の照度は均一ではなく分布を有している。その分布は露光
装置間で差がある場合もあるが、ここでは設計的に存在する平均分布を扱う。開口形状と
その照度分布は、最終的に、照明の強度分布を３次元的に表現することになり、それをビ
ットマップではなく関数化する。関数は、数種類のパラメータから構成し、そのパラメー
タを最適化の指標とする。
【００４１】
　照明には、照度に加えて偏光という物理量があり、以下、偏光について説明する。偏光
はレンズから射出した光線とレジストへの屈折入射光／反射光から形成される平面に露光
光の電場が平行なものと垂直なものに区別される。前者はＴＭ偏光、Ｘ偏光、ラジアル偏
光等呼ばれる。後者はＴＥ偏光、Ｙ偏光、タンジェンシャル偏光等と呼ばれる。光学像の
コントラストは後者の方が高いので、最適化には後者を使用する。具体的には、中心開口
有りの円形照明の場合は、１種類のパターン方向に対し、図９（ａ）に示すような偏光が
Ｙ偏光になる状態を設定し、中心開口の無い場合は、図９（ｃ）及び（ｇ）に示すような
タンジェンシャル偏光を設定する。但し、偏光を限定した場合、パターン変形が発生する
場合があるので、両方の偏光が均等に混合した無偏光も最適化の対象とする。
【００４２】
　これにより、照明状態はＡＦＩＳの関数のパラメータで表現される３次元形状と３種類
の偏光状態（中心開口有りの円形照明のＹ偏光、中心開口無し照明のタンジェンシャル偏
光、無偏光）の組み合わせで表現できる。この状態で指定されたリソマージン等を計算し
、照明の最適化を図る。最適化の対象パターンは複数であるため、それぞれのパターンが
目標値をクリアする共通領域が解となる。
【００４３】
　本方式は使用する露光装置が設定可能な範囲で解を探す。これにより、解の算出後直ち
に実行でき、また、照明特性を決めるパラメータ数を限定することにより解を求める処理
時間を短縮することができる。更に、露光装置のほぼ標準機能内であるため照度やその均
一性を最大限に引き出せる。
【００４４】
　第２の方式は、円形の照明領域を細分化し、図９（ｈ）に示すように、各細分化部分で
指定されたパターンの寸法差やリソマージンを計算する。照明の各場所はウエハ上の結像
においてインコヒーレントであることを前提としている。偏光は各場所でのラジアルとタ
ンジェンシャル照明を考慮する。図１０（ａ）乃至（ｄ）に示すように、照明の各場所で
二つの偏光で指定されたパターンの寸法差やリソマージンを計算する。ここで、図１０（
ａ）乃至（ｄ）は、幾つかのパターンとそれに対する評価点（線分で示す）の平面図であ
る。評価項目は、ＤＯＦ、ＥＬ、コントラスト、ＭＥＦ（Ｍａｓｋ Ｅｒｒｏｒ Ｆａｃｔ
ｏｒ）などで行う。これらを全照明領域で行い、どの場所で、どの偏光を用いるのが良好
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であるかのマップを作成する。これに対し、指定されたリソマージンの値をクリアしたも
のを選択することにより、照明の最適化を図る。結果の中には非常に特殊なものが存在す
る可能性があるが、本方式は、計算上の理想値を算出することが目標であり、実際使用す
る有効光源形状は、各種の現実状況を考慮して決定する。
【００４５】
　再び図８に戻って、最適化するデバイスの機能単位パターン及び代表パターンに対して
、ステップ１００６で設定した目標値（設定値）を満足する共通の解が存在するか否かを
判断する（ステップ１０１０）。解が存在しない場合、複数回の最適化を行ったかどうか
を判断する（ステップ１０１２）。
【００４６】
　複数回の最適化を行っていない場合には、代表パターンの再選択を行うか、パターン設
計データとの忠実性、リソマージン等の目標値を変更して再度最適化を行う（ステップ１
０１４）。再選択を行う場合にはステップ１００２に帰還し、目標値を変更する場合には
ステップ１００６に帰還する。
【００４７】
　目標値を変更（修正）する場合（ステップ１０１４、１００６）、ＤＯＦ不足の場合は
ＮＡを下げるか二波長露光方式を使用して再度最適化を行う。但し、露光マージンも同時
に未達の場合は、上記の対策により更に劣化するので、かかる対策は行わずに最適化を中
止し、エラーフラグを立てる。Ｅ９５は微妙な調整であるので、リソマージンを余り変化
させず、パターンマッチングの調整に有効である。これらの調整を行い、再度最適化を複
数回行っても解が存在しない場合は、最適化を中止してエラーフラグを立てる（ステップ
１０２０）。
【００４８】
　一方、解が存在しない場合（ステップ１０１０）で複数回の最適化を行った場合には（
ステップ１０１２）、ステップ１０１６へと進む。ステップ１０１６では、最適化指定パ
ターンがメモリセルの場合、メモリセルと基本パターン群との共通解はないが、それぞれ
の単独解は存在するかどうかを判断する。単独解が存在する場合には、メモリセルと周辺
回路を分割して露光する手法を提示し、それぞれ単独で最初から最適化をやり直す（ステ
ップ１０１８）。このことは特殊であるのでオプションとして扱う。単独解が存在しなけ
れば最適化を中止してエラーフラグを立てる（ステップ１０２０）。
【００４９】
　一方、解が存在する場合（ステップ１０１０）、解の全てのパラメータに対して単一値
しか存在しないことは通常ありえず、各パラメータには解の幅が存在する。その背景のも
と、照明最適化の２方式のそれぞれに対し、上位から複数解を提示する（ステップ１０２
２）。
【００５０】
　その後、ＡＦＩＳの場合だけであれば、既存のデータベースを使用して現状露光装置の
照明で可能なものとそうでないものに分別する（ステップ１０２４）。次に、新規ＡＦＩ
Ｓを作成するかどうかを判断する（ステップ１０２６）。新規ＡＦＩＳを作成すると判断
した場合には（ステップ１０２６）、そのようにする（ステップ１０２８）。新規ＡＦＩ
Ｓを作成しないと判断した場合には（ステップ１０２６）、実際の露光装置の照明状態（
形状、強度分布）を測定し、ビットマップで取り込み使用するかどうかを判断する（ステ
ップ１０３０）。実際の露光装置の状態をシステムに導入することにより、当該露光装置
を使用したときの解の精度を上げることができる。使用すると判断すれば（ステップ１０
３０）、データを取得する（ステップ１０３２）。ステップ１０２８、ステップ１０３０
でＮＯの場合、ステップ１０３２後に収差の最適化に際して、ディストーションを重視し
て行うか、設計データとの寸法差やリソマージンを重視して行うかを選択する（ステップ
１０３４）。
【００５１】
　収差は投影光学系の幾つかのレンズを駆動したり、変形させたりして調整することがで
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きる。また、カタディオプトリック系ではミラーの駆動も使用することができる。収差が
パターニングに与える影響としては、最適化対象パターンの「転写忠実性、リソマージン
」と「ディストーション」に二分化される。簡易な表現では、解像性と重ね合わせ精度で
ある。これらは収差調整上、調整収差項目が異なるため分けておくことが好ましい。前者
は収差をゼルニケ展開したとき全ての項が影響するが、後者は第１項と第２項に強く依存
する。
【００５２】
　「ディストーション調整」を重視する場合（ステップ１０３４）、目的のディストーシ
ョンデータ（理想格子含む）に最も近くなるように収差調整機能とスキャン調整を行う（
ステップ１０３６）。そして、ＮＡ、照明、波長で最適された複数最適解のそれぞれに対
し、最も目標のディストーションに近い解を選択する（ステップ１０３８）。
【００５３】
　「最適化対象パターンの転写忠実性、リソマージンの確保」を重視する場合（ステップ
１０３４）、次のステップ１０４０へと進む。ステップ１０４０では、現状の露光装置の
収差データ、及び、露光装置の収差調整機能により改定された数種類の収差を用いて、Ｎ
Ａ、照明、波長で最適された複数最適解のそれぞれに対し目的の転写忠実性とリソマージ
ンを計算する。そして、それらが最良な解を選択する（ステップ１０４２）。
【００５４】
　この方式では繰り返し作業は行わず、「ＮＡ、照明、波長による複数最適解」と「複数
収差設定」の組み合わせの中から最良解を一意的に求めることになる（ステップ１０４４
）。両方のバランスをとる場合は、照明、ＮＡ、波長の最適化に用いた「デバイスの機能
単位パターンと基本パターンの双方に対する最適化エンジン」を使用する。そして、「転
写忠実性、リソマージン」と「ディストーション」の目標値の入力を行い、収差調整機能
範囲内の収差を変数として、最適な照明と収差の解を得ることができる。但し、本技術を
適用するレベルの露光装置では収差量が小さいため、結果の差が小さい。よって、処理時
間の点からここまでの最適化は一般的に効率が悪く、上述のようにどちらか両極を選択す
るのが効率的である。
【００５５】
　最後に、幾つかの項目の計算結果をオプションとして取得し、最適化露光条件での全体
的な転写状況を把握する補助を行う（ステップ１０４６）。第１の項目は、ライン幅固定
でピッチが変化する一次元パターン、各種ラインエンド等の二次元パターン、ラインとス
ペースの任意の組み合わせパターンに対する寸法やリソマージンである。第２の項目は、
上記パターン、及び、露光最適化で使用したデバイスの機能単位パターン、代表パターン
等のプロセスウインドウである。
【実施例２】
【００５６】
　実施例１で説明した代表パターンは代表例であり、周辺回路パターンには非常に特殊な
パターンが存在するため、実施例１の代表パターンではそれが解像不良になる可能性があ
る。以下、図１１を参照して、かかる問題を回避する手法について説明する。ここで、図
１１は、本発明の実施例２による最適化アルゴリズムのフローチャートである。
【００５７】
　ステップ１０２２までは実施例１と同様である。ステップ１０２２の後、それぞれの露
光条件に対して、チップ全体（回路パターン全域）、又は、一部の重要領域（特定の領域
）にリソグラフィー検証と呼ばれる作業を行う（ステップ１１０２）。リソグラフィー検
証はまず、使用する露光条件に対するＯＰＣ処理を行い、そのパターンに対し高速の光学
計算を行う。次いで、レジストの二次元形状と設計値との寸法差、露光マージン、フォー
カスマージン等（解像性能）を計算し、一定のマージンのない所にエラーフラグを立てる
。その箇所はホットスポットと呼ばれることもある。
【００５８】
　ここで、ホットスポットが存在するかどうかを判断する（ステップ１１０４）。ホット
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スポットがなければ（ステップ１１０４）、図８のステップ１０２４に移行する。一方、
ホットスポットがあれば（ステップ１１０４）、所定回数ＮＧであるかどうかを判断する
（ステップ１１０６）。最初のＮＧの場合には（ステップ１１０６）、そのパターンその
もの、又はそのパターンに類似した基本パターン、危険パターンをライブラリから自動、
又は手動で選択し、基本パターン群に追加する（ステップ１１０８）。場合によっては、
基本パターン群から不適当なパターンを削除する。その後、ステップ１００４に帰還し、
再度最適化を図る。かかるホットスポットを減少させる処理を時間が許される限り行い、
ホットスポットを皆無、ないしは極少数に抑制する。２回目以降のＮＧの場合には（ステ
ップ１１０６）、ＮＧが所定回数であるかどうかを判断し（ステップ１１１０）、ＮＧが
所定回数未満であればステップ１００６に帰還して条件を変更する。一方、所定回数に到
達すれば、エラーフラグを立てて最適化を終了する（ステップ１１１２）。
【実施例３】
【００５９】
　ある露光装置で用いられていたレチクルを他の露光装置で使用する場合が存在する。そ
の場合、ウエハ（被露光体）上に従来とほぼ同一のパターン形成が要求される。一般にレ
チクルにはＯＰＣが処理されており、その仕様は以前の露光装置の特性に依存する。すな
わち、露光装置には装置間の特性があるため、同じＯＰＣ仕様のレチクルを用いても露光
装置が異なれば、ウエハ上で同じパターンにならない（部分的に変更される）可能性が高
い。
【００６０】
　最適化の基本方法は実施例１と同様である。但し、本実施例では、ステップ１００２と
１００４において、最適化するデバイス機能単位パターンのレチクルパターンデータ（Ｏ
ＰＣ付）とそのウエハ上の転写結果をシステムに入力する。実施例１では各種の最適化指
標の中から任意の指標を選択したが（ステップ１００６）、ここでは、入力されたウエハ
上の転写パターンとの寸法差を最適化の指標とする。
【００６１】
　また、ステップ１００８については、露光装置の最適化に使用するパラメータの初期値
はＮＡだけが実施例１と異なり、以前の露光装置のＮＡを使用する。特殊な例として、パ
ターンを少しぼかした方が良いパターンの一致性を得られる場合は、１）ＮＡを下げる、
２）二波長露光方式使用する、３）波長分布（Ｅ９５）を使用する。
【００６２】
　最適露光条件の決定後、実施例１と同様に、基本的パターン等のリソ状況をオプション
として出力するが（ステップ１０４６）、この実施例では下記の点を重要視する。レチク
ルのランダムロジックパターンに既存のＯＰＣが存在するが、最適化した照明でのＯＰＣ
との差が気になる。これを把握するため、モデルベースＯＰＣ抽出パターンに対し、転写
結果が存在する場合は、事前にその結果と設計データを入力しておき、設計データに対す
る計算結果と実験結果（露光結果）の差を表示する。
【００６３】
　転写結果が存在しない場合、既存露光装置（第１の露光装置）で使用されていた露光条
件と新たな露光装置（第２の露光装置）で最適化された露光条件でのモデルベースＯＰＣ
抽出パターンの寸法差異を計算確認する。これにより、新規露光条件でのランダムロジッ
ク部転写状況を大まかに把握することができる。システムにはモデルベースＯＰＣ抽出パ
ターンがインストールされている。但し、好ましくは、その各種パターンに対し、パラメ
ータを変化させたパターン（変更情報）を含むレチクルを作成し、既存露光装置でこれら
のパターンを実験転写してシステムに入力する。そして、実験転写したパターンに対して
計算結果を算出し、両者を比較する。
【実施例４】
【００６４】
代表パターンの形状を規定するパラメータは、対象とするデバイスのノード等で決定され
るが、より対象とするデバイスに適したパターメータの設定、及び、自動設定について提
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案を行う。デザイン・ルール・チェッカー（Ｄｅｓｉｇｎ Ｒｕｌｅ Ｃｈｅｃｋｅｒ：Ｄ
ＲＣ）というＥＤＡツールがある。これは、フルチップの設計データに対し、配線系のＬ
＆Ｓ、ピッチ、面積等を検査するツールである。これらの検査結果（測定データ）を統計
的に処理すれば、チップにおけるピッチ等の存在頻度分布を求めることができる。ここか
ら、最小値や、最もよく使用される値等の情報を得て、その情報に適したパターンを選択
（生成）すれば、より対象とするデバイスに適したパターメータの設定が可能になる。な
お、基本パターン、危険パターンの形状をＤＲＣのルールに組み込んでおけば、その頻度
結果から形状を規定するパラメータを自動で設定することができる。
【００６５】
　上記は設計データが存在した場合である。しかし、設計データが存在せず、レチクルの
み存在する場合は、設計値を推定する。その推定は、例えば、レチクルを適当な露光条件
でウエハステージ上に投影し、レチクルの代表的な場所の光学像をウエハステージ上の光
学像センサーで測定し、スライスレベルでの二次元パターンを矩形化することで行う。そ
して、それに対してＤＲＣ処理を行う。
【符号の説明】
【００６６】
１０、１０Ａ～１０Ｅ　基本パターン
２０、２０Ａ～２０Ｃ　危険パターン

【図１】

【図２】
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